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建設産業を取り巻く課題と改正建設業法の解説



建設産業は､地域のインフラの整備やメンテナンス等の担い手であると同時に､地域経済・雇用を支え､災害時には、

最前線で地域社会の安全・安心の確保を担う地域の守り手として、国民生活や社会経済を支える大きな役割を担う

【ミシシッピ川に係る
高速道路橋の落橋
事故（2007年米ミネソタ州）】
（出典：MN/DOT)

香川・徳島県境無名橋
（鋼２径間単純トラス橋）の
落橋（２００７年）

【インフラメンテナンスの必要性】【災害の応急対応】

▼社会資本の老朽化による被害

建設産業の役割

【通行不能の交差点での応急工事】
（国道443号寺迫（益城町））

【道路啓開（倒木、崩壊土砂の撤去）】
（県道45号阿蘇講公園菊池線）

建設産業の役割

○（一社）熊本県
建設業協会

地震直後より、
熊本県との
「大規模災害
時の支援活
動に関する協
定」により支
援活動を実
施

○（一社）仙台建設
業協会 3月11日地震
直後より避難所の
緊急耐震診断等を
実施。同日午後6時
には若林区の
道路啓開作業を開始

作
業
後

東日本大震災

熊本地震
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全産業（５５歳以上）

建設業（５５歳以上）

全産業（２９歳以下）

建設業（２９歳以下）

○建設業就業者は、55歳以上が36.7％、29歳以下が11.7%と高齢

化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。

出典：総務省「労働力調査」 （暦年平均）をもとに国土交通省で作成※１

出典：総務省「労働力調査」（暦年平均）をもとに国土交通省で作成※１※２

技能者等の推移 建設業就業者の高齢化の進行

（※１ 平成23年データは、東日本大震災の影響により推計値 ※２ グラフ上の数値は、記載単位未満の位で四捨五入してあるため、総数と内訳の合計とは必ずしも一致しない）

建設業就業者の現状

建設業：５５歳以上は約４割

全産業（５５歳以上）

建設業：２９歳以下は約１割

全産業（２９歳以下）455 331 300
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建設業従事者数と全産業に占める割合の推移

技能者 技術者
管理的職業・事務従事者 販売従事者等

全産業に占める建設業従事者の割合

477

（％）

＜就業者数ピーク＞ ＜建設投資ボトム＞ ＜最新＞

○建設業就業者： 685万人（H9） → 504万人（H22） → 477万人（R6）

○技術者 ： 41万人（H9） → 31万人（H22） → 39万人（R6）

○技能者 ： 455万人（H9） →   331万人（H22） →  300万人（R6）

（万人）

685

504
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建設産業における働き方の現状

33.8% 11.8% 43.0% 6.3%
4.6%

0.4%

38.0% 11.7% 38.0% 7.0%
4.7%

0.6%

11.1% 11.1% 39.5% 19.8% 16.0%
2.5%

15.1% 17.0% 34.0% 20.8% 11.3%
1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
4週8休(週休2日)以上 4週7休程度 4週6休程度 4週5休程度 4週4休程度以下 不定休

25.8% 14.1% 39.0% 12.0% 8.5%
0.7%

21.2% 13.2% 43.4% 12.3% 9.3%
0.7%

出典：厚生労働省
「毎月勤労統計調査」

年度報より国土交通省作成

建設業について、
年 間 の 出 勤 日
数 は 全 産 業 と
比 べ て 10 日 多
い 。 ま た 、 年間
の総実労働時間
は全産業と比べ
て48時間長い。

出典：国土交通省「適正な工期設定による
働き方改革の推進に関する調査」
（令和６年８月６日公表）
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（年度）

産業別年間出勤⽇数
（日）

10⽇

調査産業計建設業 製造業

○厚生労働省「毎月勤労統計調査」
パートタイムを除く一般労働者

建設業における平均的な休⽇の取得状況

公共工事の方が、「4週8休(週休2日)以上」の割合が高い

全体

公共工事
の受注が
ほとんど

⺠間工事
の受注が
ほとんど

技術者

技術者

技能者

技能者

技能者
技術者

「4週6休程度」が最多 技術者・技能者ともに４
週８休(週休２日)の確
保ができていない場合
が多い。

3

11⽇

月当たりの平均的な残業時間

（技能者）

４５時間以上：14.9%

（出典）適正な工期設定等による働き方改革の
推進に関する調査（令和５年度）,国土交通省

（技術者） 36.3% 28.0% 20.9% 6.3%

1.6%

0.1%

6.9%
2023年度調査

（N=896）

0～15時間未満 15時間以上30時間未満 30時間以上45時間未満

45時間以上60時間未満 60時間以上80時間未満 80時間以上100時間未満

100時間以上

60.0% 21.5% 9.5%
2.4%

0.3%

6.3%
2023年度調査

（N=590）

４５時間以上：9.0%

→ 時間外労働上限規制適用対象

※回答数は技術者・技能者を直接雇用している
企業数



359 万円

443 万円
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（参考）
全産業労働者(非正規除く）

527万円

（出典） 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（10人以上の常用労働者を雇用する事業所）
※年収額＝所定内給与額×12＋年間賞与その他特別給与額

• R2以降は「生産労働者」の区分が廃止されたため、建設業の「建設・採掘従事者」、「生産工程従事者」、「輸送・機械運転従事者」を加重平均して
「生産労働者」の額を推計

年収額
（万円／年）

建設技能者の賃金の推移

4



・建設業は、他産業より賃⾦が低く、就労時間も⻑いため、担い手の確保が困難。

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和5年）

（ 参 考 １ ） 建 設 業 の 賃 金 と 労 働 時 間

建 設 業 ※ 4 3 2 万 円 / 年 2 , 0 1 8 時 間 / 年
全 産 業 5 0 8 万 円 / 年 1 , 9 5 6 時 間 / 年

（ 参 考 ２ ） 建 設 業 就 業 者 数 と 全 産 業 に 占 め る 割 合 (  ) 内

[ H 9 ] 6 8 5 万 人 （ 1 0 . 4 ％ ） ⇒  [ R 5 ]  4 8 3 万 人 （ 7 . 2 ％ ）

背景・必要性

出典： 総務省「労働力調査」を基に国土交通省算出

処遇改善
労務費への
しわ寄せ防止
働き方改革・
生産性向上

労働時間の適正化
現場管理の効率化

担い手の確保

持続可能な建設業へ

資材高騰分の転嫁
賃⾦の引上げ

・建設業が「地域の守り手」等の役割を果たしていけるよう、時間外労働規制等にも対応しつつ、
処遇改善、働き方改革、生産性向上に取り組む必要。

（ ＋ 3 . 1 % ）（ ▲ 1 5 . 0 % ）

※賃金は「生産労働者」の値
出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」（令和５年度）

概要

○労働者の処遇確保を建設業者に努⼒義務化
国は、取組状況を調査･公表、中央建設業審議会へ報告

○標準労務費の勧告
・中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成･勧告

○適正な労務費等の確保と⾏き渡り
・著しく低い労務費等による⾒積りや⾒積り依頼を禁止

国土交通大臣等は、違反発注者に勧告･公表 （違反建設業者には、現行規定により指導監督）

○原価割れ契約の禁止を受注者にも導入

○契約前のルール
・資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象（リスク）の情報は、受注者から注文者に提供するよう義務化
・資材が高騰した際の請負代⾦等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化

○契約後のルール
・資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときは、注文者は、誠実に協議に応じる努⼒義務※

※公共工事発注者は、誠実に協議に応ずる義務

２．資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

３．働き方改革と生産性向上
○⻑時間労働の抑制
・工期ダンピング対策を強化（著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止）

○ICTを活用した生産性の向上
・現場技術者に係る専任義務を合理化（例．遠隔通信の活用）

・国が現場管理の「指針」を作成（例．元下間でデータ共有）

特定建設業者※や公共工事受注者に効率的な現場管理を努⼒義務化 ※ 多くの下請業者を使う建設業者

・公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化（ICTの活用で施工体制を確認できれば提出を省略可）

技術者が、カメラ映像を確認し、現場へ指示

令和６年法律第４９号
令和６年６月14日公布

１．労働者の処遇改善

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の
一部を改正する法律（概要）
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建設業法改正による新たなルールの導入
建設工事の請負契約に係る新たなルールの導入

○ 労働者の知識、技能その他の能⼒の評価に基づく適正な賃⾦⽀払等の処遇確保を建設業者に努⼒義務化。
○ 建設業者において適正な賃⾦⽀払等の技能者の処遇確保がなされるよう、適正な⽔準の労務費（賃⾦の原

資）が、公共⼯事・⺠間⼯事に関わらず、受発注者間、元請-下請間、下請間のすべての段階において確保され
ることを図る。

○ このため、中央建設業審議会が「適正な労務費の基準」を作成し、これを著しく下回る⾒積り・契約締結を禁止し、
違反した業者は指導・監督、発注者は勧告・公表の対象とする。

技能労働者

「
労
務
費
の
基
準
」

労務費確保の
イメージ

賃⾦労務費

著しく
下回る
⾒積り･
契約を
禁止

労務費
著しく
下回る

⾒積り･契約を
禁止

労務費

中
央
建
設
業
審
議
会
が
勧
告

材料費

１次請け

２次請け

元請け

下請
利益等

自社
利益等

雇用経費 雇用経費 雇用経費

自社
利益等
下請
利益等

自社
利益等

適
正
な
労
務
費

 適正な⾒積り促進等による契約時の労務費確保、受発注者双方への総価での原価割れ契約の禁止（同法第19条の３）に
よる労務費の必要経費等へのしわ寄せ防止、確保された労務費の技能者までの⽀払い担保のための施策の実施、
「建設Ｇメン」による個々の請負契約の実地調査・改善指導（同法40条の4・同法41条） 、必要に応じた許可⾏政庁による強制⼒のあ
る⽴⼊検査等の実施（同法31条）等により、改正法の実効性を確保。
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契約前のルール

○ 資材高騰に伴う請負代⾦等の「変更⽅法」を
契約書の法定記載事項として明確化

○ 受注者は、資材高騰の「おそれ情報」を
注文者に通知する義務

なし

あり

契約変更条項

41
％ 59

％

（出典）国土交通省「適正な工期設定等による
働き方改革の推進に関する調査」（令和４年度）

契約後のルール

資材高騰等が顕在化したとき

○ 契約前の通知をした受注者は、注文者に請負代⾦等
の変更を協議できる。

受注者注文者

「変更⽅法」に従って
請負代⾦変更の協議

誠実な協議に努⼒

期待される効果

資材高騰分の転嫁協議が円滑化、労務費へのしわ寄せ防止

注文者は、誠実に協議に応ずる努⼒義務※
※ 公共発注者は､協議に応ずる義務

受注者

「資材高騰のおそれあり」

注文者

契約書（イメージ）
第○条 請負代⾦の変更方法
・ 材料価格に著しい変動を生じたときは、

受注者は、請負代⾦額の変更を請求できる。
・ 変更額は、協議して定める。協議に当

たっては、工事に係る価格等の変動の内容
その他の事情等を考慮する。

法改正事項：資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止
令和６年12月13日施行
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「工期に関する基準」は、適正な工期の設定や⾒積りにあたり発注者及び受注者（下請負⼈を含む）が考慮すべき事
項の集合体であり、建設工事において適正な工期を確保するための基準である（令和２年７⽉作成）。

令和６年４⽉からの建設業の時間外労働規制適用を踏まえ、規制の遵守の徹底を図るべく、同年３⽉に同基準を改定。

工期に関する基準 改正の概要（令和6年3月）

第２章 工期全般にわたって考慮すべき事項

（１）自然要因
（２）休⽇・法定外労働時間
（３）イベント
（４）制約条件
（５）契約⽅式

第１章 総論
（１）背景
（２）建設工事の特徴
（３）建設工事の請負契約及び工期に関する考え⽅
（４）本基準の趣旨
（５）適用範囲
（６）工期設定における受発注者の責務

第３章 工程別に考慮すべき事項
（１）準備 （２）施工 （３）後片付け

第５章 働き⽅改革・生産性向上に向けた取組について
（優良事例集）

第６章 その他
（１）著しく短い工期と疑われる場合の対応
（２）建設資材価格高騰を踏まえた適切な価格転嫁の対応
（３）基準の⾒直し

第４章 分野別に考慮すべき事項
（１）住宅・不動産（２）鉄道（３）電⼒（４）ガス

（６）関係者との調整
（７）⾏政への申請
（８）労働・安全衛生
（９）工期変更
（１０）その他
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・受発注者間のパートナーシップ構築が各々の事業継続上重要。

・受注者は、契約締結の際、時間外労働規制を遵守した適正な工期
による見積りを提出するよう努める。

・発注者※は、受注者や下請負人が時間外労働規制を遵守できる工
期設定に協力し、規制違反を助長しないよう十分留意する。

・発注者※は、受注者から、時間外労働規制を遵守した適正な工期
による見積りが提出された場合、内容を確認し、尊重する。

※下請契約における注文者も同じ

・資材の納入遅延や高騰は、サプライチェーン全体で転嫁する必要。

・自然要因（猛暑日）における不稼働を考慮して工期設定。

・十分な工期確保や交代勤務制の実施に必要な経費は請負代金の
額に反映する。

・勤務間インターバル制度は、安全・健康の確保に有効。

・会社指揮下における現場までの移動時間や、運送業者が物品納
入に要する時間も労働時間に含まれ、適切に考慮して工期を設定。

・本基準を踏まえた適正な工期設定は、契約変更でも必要。

・各業界団体の取組事例等を更新。



9


